
 

 

 

 

 

 

平成２８年度 

川越市労働基本調査報告書 

【 概要版 】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年３月 

川  越  市 

 

 

 

 

■はじめに               ■調査について 

本調査は、市内事業所の労働条件等の実態を

把握するために実施いたしました。この度、集計

結果がまとまりましたので、その概要をお知らせ

します。 

調査結果は、今後の労働行政施策の基礎資料と

するとともに、各事業所の皆様に幅広くご活用い

ただければ幸いに存じます。 

調査にご協力いただいた皆様に厚く感謝申し

上げます。 

 

 

調査地域：川越市内 

調査対象：川越市内に所在する従業員数が 5人以上の 

事業所から抽出 

標 本 数：2,000事業所 

調査方法：郵送による配布及び回収 

調査期間：平成 28年 11月 17日～12月 7日 

調査基準日：平成 28年 4月 1日時点 

有効回答数：648事業所 

有効回答率：32.4％ 

※グラフ内の「ｎ」の表記は、回答者数を表します。 

※百分率（％）の計算は、「ｎ」を分母とし、小数第 2位を

四捨五入して表示している。したがって、単数回答（１

つだけ選ぶ問）においても、四捨五入の影響で％を足し

あわせて 100％にならない場合があります。 
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8.8

15.4

1.5

0.5

4.8

16.4

3.9

1.4

2.6

6.9

1.2

4.2

18.8

0.6

11.7

1.2

0 5 10 15 20

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業，郵便業

卸売業，小売業

金融業，保険業

不動産業，物品賃貸業

学術研究，専門・技術サービス業

宿泊業，飲食サービス業

生活関連サービス業，娯楽業

教育，学習支援業

医療，福祉

複合サービス事業（協同組合など）

サービス業（他に分類されないもの）

無回答

%

単独事業所

39.8%

本社・本所・

本店

16.7%

支社・支所・

支店

25.0%

営業所・

出張所等

17.6%

無回答

0.9%

ある

88.7%

ない

10.6%

無回答

0.6% ある

（労働協約

あり）

29.3%

ある

（労働協約

なし）

4.3%
ない

64.4%

無回答

2.0%

１ 事業所の概要について 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「医療，福祉」が 18.8％で最も多い 「単独事業所」が 39.8％で最も多い 

■事業所の業種 ■事業所の形態 

回答のあった事業所の業種分類では、「医療，福祉」

が 18.8％で最も多く、以下「卸売業，小売業」（16.4％）、

「製造業」（15.4％）、「サービス業（他に分類されない

もの）」（11.7％）が続いています。 

事業所の形態では「単独事業所」が 39.8％で最も多

く、次いで「支社・支所・支店」が 25.0％、「営業所・

出張所等」が 17.6％、「本社・本所・本店」が 16.7％と

なっています。 

就業規則が「ある」が 88.7％ 労働組合が「ある」が 33.6％ 

■就業規則の有無 ■労働組合の有無 

就業規則の有無については、「ある」が 88.7％を占め、

「ない」は 10.6％となっています。 

労働組合の有無については、「ある（労働協約あり）」

が 29.3％、「ある（労働協約なし）」が 4.3％で、合わせ

て 33.6％の事業所で労働組合があると回答していま

す。 

n=648 

n=648

n=648 n=648
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対応済み

70.4%

対応中

18.2%

まだ準備を

していない

6.0%

わからない

4.0%

その他

0.3% 無回答

1.1%

良くなって

いる

4.8%
やや

良くなっている

12.0%

あまり

変わらない

46.1%

やや

悪くなっている

18.4%

悪くなっている

17.1%

無回答

1.5%

9人以下

51.9%

10～29人

以下

30.1%

30～49人

以下

7.3%

50～99人

以下

5.2%

100人以上

2.0%
無回答

3.5%

13.9

0.1

2.1

3.0

3.7

2.2

0.7

0.6

8.9

0.1

2.3

2.0

1.9

1.2

0.3

0.3

0 5 10 15

計

19歳以下

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～64歳

65歳以上

男性

女性

人

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 正規従業員の雇用状況について 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「対応済み」が 70.4％ 「あまり変わらない」が 46.1％ 

■マイナンバー制度の対応状況 ■事業所における最近の景気全般の動向 

マイナンバー制度の対応状況については、「対応済み」

が 70.4％、「対応中」が 18.2％となっており、約９割の

事業で対応を行っています。 

「あまり変わらない」が 46.1％で最も多く、「やや悪

くなっている」が 18.4％、「悪くなっている」が 17.1％

であり、「良くなっている」よりも「悪くなっている」

と感じている事業所の回答が多くなっています。 

「9 人以下」が 51.9％ 男性は 40～49 歳、女性は 20～29 歳が多い 

■正規従業員数 ■男女別雇用者の年齢構成 

正規従業員数「9人以下」の事業所が 51.9％で最も多

く、次いで「10～29 人以下」が 30.1％、「30～49 人以

下」が 7.3％、「50～99 人以下」が 5.2％で、「100 人以

上」の事業所は 2.0％となっています。 

男性雇用者数は事業所あたり平均 13.9 人で、「40～49

歳」が 3.7 人で最も多く、中心となっています。 

女性雇用者数の事業所あたり平均は 8.9 人で、「20～

29 歳」が 2.3 人で最も多くなっています。 

n=648 n=648

n=648

男性従業員数計 n=625

年齢区分別 n=619

女性従業員数計 n=625

年齢区分別 n=622
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雇用している

63.7%

雇用して

いない

28.7%

今後雇用する

予定がある

2.5%

検討中

3.2%

無回答

1.9%

採用する

予定がある

36.6%

検討中

25.5%

採用する

予定はない

36.3%

無回答

1.7%

受け入れて

いる

11.4% 今後受け

入れる予定

3.1%

条件次第では

今後受け入れ

てもよい

14.2%

受け入れたい

が難しい

10.2%

受け入れる

予定はない

54.6%

その他

2.5%

無回答

4.0%

-0.67

-1.04

-0.76

-0.19

0.03

0.09

-0.54

-1.5 -1 -0.5 0 0.5

19歳以下

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60歳以上

全体として

不 足 過 剰

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体としては不足感があるが、50 歳以上でやや過剰感 「雇用している」が 63.7％ 

■正規従業員の過不足感 ■川越市在住の正規従業員の雇用状況 

20 歳代から 30 歳代の正規従業員については、不足を

感じている事業所が多くなっています。 

全体としては不足感が強いものの、年齢層別で不足感

が強いのは 40 歳代までで、50 歳以上では過剰と感じて

います。 

最近 3 年間での川越市在住者の雇用状況については、

「雇用している」の 63.7％に対して、「雇用していない」

は 28.7％となっています。 

「採用する予定がある」が 36.6％ 「受け入れている」が 11.4％ 

■正規従業員（新規）の採用予定 ■インターンシップ制度による学生の受け入れ 

新規の採用予定については、「採用する予定がある」

が 36.6％、「検討中」が 25.5％であったのに対し、「採

用する予定はない」は 36.3％となっています。 

「受け入れている」が 11.4％、また、「今後受け入れ

る予定」が 3.1％、「条件次第では今後受け入れてもよ

い」が 14.2％となっており、受け入れに前向きな事業

所が見受けられます。 

n=648

n=648 n=648
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168.2

176.6

186.3

204.2

0 50 100 150 200 250

中学校卒

（n=54）

高等学校卒

（n=192）

短大・高等専門学校卒

（n=204）

大学卒

（n=239）

千円

274.5

66.9

0 100 200 300

基準内賃金

（n=309）

基準外賃金

（n=193）

千円

77.3

49.2

35.6

17.6

16.4

14.4

10.3

2.2

17.0

13.9

0 20 40 60 80

通勤手当

家族手当

住宅手当

皆勤手当

能率手当

食事手当

精勤手当

物価手当

その他

無回答

％

３ 正規従業員の賃金について 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大学卒は 204.2 千円 「基準内」は 274.5 千円、「基準外」は 66.9 千円 

■新規採用者の初任給 ■平均賃金 

新規採用者の初任給については、「中学校卒」が 168.2

千円、「高等学校卒」が 176.6 千円、「短大・高等専門学

校卒」が 186.3 千円、「大学卒」が 204.2 千円となって

います。 

平成 28 年 3月支給分の平均賃金は、「基準内賃金」が

274.5 千円、「基準外賃金」が 66.9 千円となっています。

「通勤手当」77.3％で最も多い 「ある」は夏期手当で 77.8％、冬期手当で 78.9％

■基本給部分以外の支給手当 ■ボーナス・賞与等一時金の実績 

基本給部分以外の支給手当については、「通勤手当」

が 77.3％で最も多く、次いで「家族手当」が 49.2％、

「住宅手当」が 35.6％となっています。 

ボーナス・賞与等一時金の実績については、夏期手当

で 77.8％、冬期手当で 78.9％、その他手当で 18.5％が

「ある」と回答しています。 

n=648 

n=648

77.8

78.9

18.5

12.0

11.4

25.5

10.2

9.7

56.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

夏期手当

冬期手当

その他手当

ある ない 無回答
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30時間未満

1.2%
30～35時間

未満

2.0%

35～40時間

未満

27.6%

40～41時間

未満

43.5%

41～45時間

未満

6.8%

45～50時間

未満

7.3%

50時間以上

2.9%
無回答

8.6%

ある

65.4%

ない

24.4%

無回答

10.2% すでに

実施している

24.7%

実施の方向で

検討中

4.2%

特に

考えていない

64.2%

無回答

6.9%

４ 正規従業員の労働時間について 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「40～41 時間未満」が 43.5％ 

■１週あたりの所定内労働時間 

1 週あたりの所定内労働時間については、「40～41 時

間未満」が 43.5％で最も多く、次いで「35～40 時間未

満」が 27.6％となっています。また、17.0％の事業所

が 41 時間以上と回答しています。 

1 週あたりの所定内労働時間の平均時間は 40.0 時間

となっています。 

＊法定労働時間と所定労働時間 

労働基準法では、「休憩時間を除き 1週間について 40

時間を超えて、労働させてはならない」「1 週間の各日

については、労働者に、休憩時間を除き 1日について 8

時間を超えて、労働させてはならない」と定めている

（法定労働時間）（商業、映画・演劇業、保健衛生業、

接客娯楽業の 1～9 人の事業場は特例措置として週 44

時間まで）。 

所定労働時間は、「1日 7時間、1週 35 時間」という

ように、法定労働時間の枠内で事業場ごとに就業規則

などで規定するもの。 

「ある」が 65.4％ 「すでに実施している」が 24.7％ 

■所定外労働時間の有無 ■変形労働時間制の導入状況 

所定外労働時間については、「ある」が 65.4％、「な

い」は 24.4％となっています。 

1 人あたりの 1か月の平均所定外労働時間は、男性が

20.5 時間、女性が 12.6 時間となっています。 

変形労働時間の導入状況については、「特に考えてい

ない」が 64.2％で最も多く、「すでに実施している」が

24.7％、「実施の方向で検討中」が 4.2％となっていま

す。 

n=648

n=648 n=648
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45.4

11.6

7.1

5.6

5.4

2.6

1.7

13.0

7.7

0 10 20 30 40 50

完全週休２日

隔週の週休２日

週休１日

月２回の週休２日

月３回の週休２日

週休１日半

月１回の週休２日

その他

無回答

%

ある

80.9%

ない

11.7%

無回答

7.4%

一律付与

15.3%

勤続年数に

応じた

階級付与

77.9%

無回答

6.9%

５ 正規従業員の休日・休暇制度について 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「完全週休２日」が 45.4％ 「ある」が 80.9％ 

■現在実施している週休制 ■年次有給休暇制度の有無 

現在実施している週休制については、「完全週休 2日」

が 45.4％で特に多く、「隔週の週休 2日」が 11.6％、「週

休 1日」が 7.1％となっています。 

年次有給休暇制度の有無については、「ある」が

80.9％、「ない」が 11.7％となっています。 

「勤続年数に応じた階級付与」が 77.9％ 

■年次有給休暇の付与形態 

年次有給休暇制度がある 524 事業所における付与形

態については、「一律付与」が 15.3％、「勤続年数に応

じた階級付与」が 77.9％となっています。 

n=648

n=648

n=648
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支給している

70.7%

支給して

いない

22.1%

無回答

7.3%

退職一時金

69.7%

退職一時金と

退職年金の

併用

14.6%

退職一時金か

退職年金を

選択

6.8%

退職年金

2.8% 無回答

6.1%

56.0

6.8

5.7

21.5

10.0

0 20 40 60

継続雇用制度の導入

定年の引き上げ

定年の定めの廃止

実施していない

無回答

%

66.7

29.9

17.6

23.9

53.7

66.0

9.4

16.4

16.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

希望者全員が65歳

以上まで働けるか

70歳までの雇用確

保を行っているか

65歳以上の新規雇

用を行っているか

はい いいえ 無回答

６ 正規従業員における退職金制度、高年齢者雇用確保について 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「支給している」が 70.7％ 「退職一時金」が 69.7％で最も多い 

■退職金支給の有無 ■退職金の支給方法 

退職金支給の有無については、「支給している」が

70.7％、「支給していない」が 22.1％となっています。

退職金を支給している458事業所のうち69.7％が「退

職一時金」として支給しており、「退職一時金と退職年

金の併用」は 14.6％、「退職一時金か退職年金を選択」

は 6.8％、「退職年金」は 2.8％となっています。 

「継続雇用制度の導入」が 56.0％で最も多い 65歳以上の継続雇用は66.7％、70歳まで雇用は29.9％

■高年齢者雇用確保措置の実施状況 ■高年齢者の雇用 

高年齢者雇用確保措置の実施状況については、「継続

雇用制度の導入」が 56.0％で特に多く、次いで「定年

の引き上げ」が 6.8％、「定年の定めの廃止」が 5.7％と

なっています。 

希望者全員が 65 歳以上まで働けるかについては、「は

い」が 66.7％、70 歳までの雇用確保については、「はい」

が 29.9％、65 歳以上の新規雇用については、「はい」が

17.6％となっています。 

n=648n=648

n=648 n=648
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42.3

33.2

22.2

22.1

14.7

2.0

36.0

7.7

0 10 20 30 40 50

就業規則等で明文化している

相談窓口を明確化している

社員に対する研修を行っている

苦情処理体制を明確化している

啓発ポスターやパンフレット等を

作成・配布している

その他

特に取り組んでいない

無回答

%

ストレスチェッ

クの実施かつ

フォローを

行っている

17.9%

ストレスチェッ

クは実施して

いる

12.7%

実施に向けた

検討を行って

いる

8.5%義務化の対象

外だが検討を

行っている

8.3%

何も行って

いない

（義務化の対

象外も含む）

46.1%

その他

1.4%

無回答

5.1%

いた

33.3%

いない

60.3%

無回答

6.3%

64.4

16.7

16.2

12.5

6.5

5.6

0.5

0.5

6

0.9

0 20 40 60 80

転職

結婚・出産

本人の責による退社

健康上の理由

介護に専念

家事・育児に専念

趣味・地域活動に専念

会社理由または経営上の都合

その他

無回答

%

７ 就業環境について 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「就業規則で明文化している」は 42.3％ 

《実施している》が 30.6％ 

■パワー・ハラスメント、育児休業等に関す

るハラスメント防止の取り組み 

■ストレスチェック制度の取り組み状況 

「就業規則で明文化している」は 42.3％で最も多く、

「相談窓口を明確化している」が 33.2％、「社員に対す

る研修を行っている」が 22.2％、「苦情処理体制を明確

化している」が 22.1％で続いています。 

ストレスチェック制度の取り組み状況については、

「ストレスチェックの実施かつフォローを行っている」

が 17.9％で、「ストレスチェックは実施している」が

12.7％、「実施に向けた検討を行っている」が 8.5％、「義

務化の対象外だが検討を行っている」が 8.3％で続いて

います。 
※労働安全衛生法に基づき、常時 50人以上の労働者を使用する事業場にストレ

スチェック制度の実施義務があります。 

「いた」が 33.3％ 

「転職」が 64.4％、「結婚・出産」が 16.7％ 

■１年間に退職した若年者（～34 歳まで）の

正規従業員の有無 

■退職した若年者の退職理由 

1 年間に退職した若年正規従業員の有無については、

「いた」が 33.3％で、1事業所あたりの退職者の平均は

男性が 2.2 人、女性が 3.8 人となっています。 

退職した若年者の退職理由については、「転職」が

64.4％で特に多く、「結婚・出産」が 16.7％、「本人の

責による退社」が 16.2％、「健康上の理由」が 12.5％と

なっています。 

n=648
n=648

n=648

n=216
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いた

16.7%

いない

75.6%

無回答

7.7%

40.7

31.5

17.6

8.3

3.7

3.7

2.8

1.9

0.0

14.8

2.8

0 20 40 60

定年

健康上の理由

転職

本人の責による退社

介護に専念

趣味・地域活動に専念

会社理由または経営上の都合

家事・育児（孫育て）に専念

結婚

その他

無回答

%

いた

26.5%

いない

70.1%

無回答

3.4%

46.5

22.7

22.1

12.2

9.9

9.9

4.1

2.3

0.6

8.7

2.3

0 20 40 60

転職

結婚・出産

健康上の理由

本人の責による退社

定年

家事・育児に専念

介護に専念

会社理由または経営上の都合

趣味・地域活動に専念

その他

無回答

%

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 女性の就業環境について 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「いた」が 16.7％ 

「定年」が 40.7％、「健康上の理由」が 31.5％ 

■１年間に退職した高齢者（60 歳以上）の正

規従業員の有無 

■退職した高齢者の退職理由 

1 年間に退職した高齢正規従業員の有無については、

「いた」が 16.7％、「いない」は 75.6％となっています。

退職した高齢者の退職理由については、「定年」が

40.7％で最も多く、「健康上の理由」が 31.5％、「転職」

が 17.6％で続いています。 

「いた」が 26.5％ 「転職」が 46.5％、「結婚・出産」が 22.7％ 

■１年間に退職した女性正規従業員の有無 ■退職した女性の退職理由 

1 年間に退職した女性正規従業員の有無については、

「いた」が 26.5％、「いない」は 70.1％となっています。

1事業所あたりの退職者の平均は3.9人となっていま

す。 

退職した女性の退職理由については、「転職」が

46.5％で最も多く、「結婚・出産」が 22.7％、「健康上

の理由」が 22.1％で続いています。 

n=648

n=216

n=648

n=216
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就業規則等で

明文化されて

いる

24.1%

明文化はして

いないが実績

はある

19.1%
実績はないが

検討の余地は

ある

17.7%

特にない

32.1%

無回答

6.9%
41.0

33.0

21.8

19.9

13.0

1.5

35.2

10.5

0 20 40 60

就業規則等で明文化している

相談窓口を明確化している

苦情処理体制を明確化している

社員に対する研修を行っている

啓発ポスターやパンフレット等を

作成・配布している

その他

特に取り組んでいない

無回答

%

している

62.2%

していない

33.2%

無回答

4.6%

している

56.0%

していない

39.2%

無回答

4.8%

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ ワーク・ライフ・バランス（仕事と家庭の両立）支援について 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《再雇用の制度や実績がある》は 43.2％ 

「就業規則で明文化している」は 41.0％ 

■女性の再雇用制度の状況 ■セクシュアル・ハラスメント、妊娠・出産

等に関するハラスメント防止の取り組み 

女性の再雇用制度については、「就業規則等で明文化

されている」が 24.1％、「明文化はしていないが実績は

ある」が 19.1％で、合わせて 43.2％が再雇用の制度や

実績があると回答しています。 

「就業規則で明文化している」が 41.0％で最も多く、

「相談窓口を明確化している」が 33.0％、「苦情処理体

制を明確化している」が 21.8％、「社員に対する研修を

行っている」が 19.9％で続いています。 

就業規則等で規定「している」が 62.2％ 就業規則等で規定「している」が 56.0％ 

■就業規則等での育児休業制度の規定 ■就業規則等での介護休業制度の規定 

就業規則等で育児休業制度の規定を「している」事業

所は 62.2％で、一方、「していない」は 33.2％となって

います。 

就業規則等で介護休業制度の規定を「している」事業

所は 56.0％で、一方、「していない」は 39.2％となって

います。 

n=648

n=648

n=648 n=648
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47.8

39.8

39.2

27.3

18.5

17.6

12.8

10.8

9.7

4.8

3.4

2.2

1.9

1.7

1.7

0.6

21.9

7.3

0 20 40 60

育児休業制度

短時間勤務の制度

介護休業制度

始業・終業時刻の繰り上げ、繰り下げ

福利厚生の充実

所定外労働の免除

リフレッシュ休暇制度

深夜業務制限

フレックスタイム制度

育児に関する費用の補助

ボランティア休暇制度

社外活動の紹介・奨励

在宅勤務制度

事業所内託児施設の設置

介護に関する費用の補助

その他

いずれもなし

無回答

%

71.5

40.9

34.7

26.1

24.4

18.8

17.6

12.7

12.0

10.0

9.1

2.9

2.6

3.9

10.3

3.9

0 20 40 60 80

慶弔見舞金

社員表彰

社員懇談会

親睦旅行

社員休憩室

休暇保養施設

社員寮・社宅

社員食堂

住宅資金の貸付

社内サークルヘの助成

生活資金の貸付

個人の文化スポーツ活動等への助成

運動会

その他

特になし

無回答

%

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 福利厚生について 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「育児休業制度」が 47.8％で最も多い 

■労働者のワーク・ライフ・バランス支援の取り組み 

ワーク・ライフ・バランス支援の取り組みについては、

「育児休業制度」が 47.8％で最も多く、「短時間勤務の

制度」が 39.8％、「介護休業制度」が 39.2％、「始業・

終業時刻の繰り上げ、繰り下げ」が 27.3％で続いてい

ます。 

一方、「いずれもなし」と回答した事業所が 21.9％と

なっています。 

「慶弔見舞金」が 71.5％で最も多い 

■各種福利厚生制度の実施状況 

各種福利厚生制度の実施状況については、「慶弔見舞

金」が 71.5％で特に多く、「社員表彰」が 40.9％、「社

員懇談会」が 34.7％、「親睦旅行」が 26.1％、「社員休

憩室」が 24.4％となっています。 

n=648

n=648






















